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第３章 消防用設備等の技術基準 

 

第１節 総 論 

 

第１ 着工届・設置届等の添付図書等 

 

１ 設置計画届 

 

条例第 59条第１項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置（変更）の計画を

届け出る場合は，原則として次によること。 

⑴ 届出日 

届出は，当該建築工事に着手する前までに届け出ること。ただし，建築確認申請を伴う場合

には，申請に合わせて提出するよう指導すること。 

⑵ 届出単位 

棟を届出単位として行うものとする。 

⑶ 縮尺等 

添付図書は，折り上げで日本産業規格のＡ４サイズとし，図面の縮尺は 100分の１を原則と

するが，電子データで受け付ける場合等にあってはこの限りではない（平面図等にスケールバ

ーを明記すること）。 

また，縮尺については，100 分の１以外のものでも計画内容が明確に判断できる場合は，こ

れによらないことができる。 

⑷ 添付図書及び記載要領等 

ア 建築確認申請を伴う場合は次に掲げるものとすること。 

（ア）建築確認申請図書と同じ内容のもの（構造計算関係を除く。） 

（イ）法令，条例に基づき設置が必要となる消防用設備等の種類に応じて第１－１表または第 

１－２表及び第１－３表に記載されているもの（(ア)に重複するものを除く。） 

（ウ）必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の種類に応じて第１－１表 

に記載されているもの（(ア)に重複するものを除く。） 

（エ）特殊消防用設備等に応じて日本消防検定協会又は法第 21条の 48第２項に規定する登録 

検定機関が行う当該特殊消防用設備等の性能評価に関する基本方針が記載されているもの 

イ 前ア以外の場合は，次の(ア)及び(イ)とすること。 

（ア）付近見取図，配置図，仕上げ表，各階平面図，２面以上の立面図及び断面図。 

（イ）前ア(イ)から(エ)までによること。 

 

２ 着工届 

 

法第 17条の 14（10日前）の規定に基づく工事整備対象設備等の工事着工の届出は，原則とし

て次によること。 

⑴ 届出日 

工事に着手しようとする日は，次によるものであること。ただし，この日に最終的に添付図

書が確定していない場合，その時点における一応の添付図書を提出することとし，確定した段

階で差替えを行うこと。 
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ア 屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，水噴霧消火設備，泡消火設備，不活性ガス消火設

備，ハロゲン化物消火設備，粉末消火設備及び屋外消火栓設備については，各設備の配管（各

種ヘッド，ノズル等を直接取り付ける配管を除く。）の接続工事又は加圧送水装置等の設置工

事を行おうとする日 

イ 自動火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備については，受信機（受信機の設置工事を伴

わない場合は，感知器又は検知器）の，火災通報装置（特定火災通報装置を含む。）について

は，当該装置の設置工事を行おうとする日 

ウ 避難器具については，取付け金具の設置に係る工事を行おうとする日 

エ 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については，次によるもので

あること。 

（ア）パッケージ型消火設備 

パッケージ型消火設備の格納箱の取付工事を行おうとする日 

（イ）パッケージ型自動消火設備 

パッケージ型自動消火設備の放出導管（放出口を直接取り付ける放出導管を除く。）の接

続工事を行おうとする日 

（ウ）共同住宅用スプリンクラー設備 

     前アによる。 

（エ）特定施設（乾式）水道連結型スプリンクラー設備 

     前アによる。 

（オ）共同住宅用自動火災報知設備 

     前イによる。 

（カ）住戸用自動火災報知設備 

     前イによる。 

（キ）特定小規模施設用自動火災報知設備 

     前イによる。 

（ク）複合型居住施設用自動火災報知設備 

     前イによる。 

オ 特殊消防用設備等については，アからウまでの消防用設備等に準じた日 

⑵ 届出単位 

防火対象物ごと又は消火設備，警報設備，避難設備，必要とされる防火安全性能を有する消

防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等ごとに一括して届け出るものとすること。◆ 

ただし，工事着手の日が著しく異なる場合等にあっては，この限りでない。 

⑶ 縮尺等 

前１⑶によること。 

⑷ 添付図書及び記載要領等 

省令第 33条の 18の規定により，工事整備対象設備等の種類に応じて，第１－１表によるこ

と。 

別表第１－１の添付図書のみでは消防用設備等が技術上の基準に適合しているか確認できな

い場合は，追加の図書の提出又は添付済み図書への追記を求めること。 

なお，届出者が任意で別表第１－１の添付図書以外の図書の提出を希望する場合は，これを

妨げるものではない。その際の添付図書は，第１－２表を参考にすること。 

その他添付図書については，次によること。 

ア 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画届出により，消防機関へ提出した計画内容

に変更がない図書については，省略して差し支えないこと。 
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イ 次に掲げるものについては，一の届出書に代表して添付することにより，個々の届出書へ

の添付は省略して差し支えないこと。 

（ア）付近見取図 

（イ）意匠図（建築平面図，断面図，立面図等） 

（ウ）関係設備共通の非常電源関係図書 

（エ）防火対象物の概要表 

ウ 省令第 12条第１項第８号に規定する総合操作盤を設置する場合は，自動火災報知設備の 

 届出に総合操作盤の概要表及び総合操作盤に関する図書を添付すること。◆ 

エ 部分的な改修等の場合にあっては，当該改修等の内容が把握できる範囲の図書で足りるこ

と。 

 

３ 着手届（条則第 15条第２項） 

 

条例第 59条第２項の規定に基づく消防用設備等工事着手届出書は，原則として次によること。 

⑴ 届出日 

工事に着手しようとする日は，次によるものであること。ただし，この日に最終的に添付図

書が確定していない場合，その時点における一応の添付図書を提出することとし，確定した段

階で差替えを行うこと。 

ア 動力消防ポンプ設備，消防用水，連結散水設備及び連結送水管については，各設備の配管

の接続工事又はポンプ若しくは加圧送水装置等の設置工事を行おうとする日 

イ 非常警報設備については，起動装置を（当該工事に起動装置を含まないときは，音響装置

又はスピーカー）の設置工事を行おうとする日 

ウ 漏電火災警報器ついては，装置の設置工事を行おうとする日 

エ 避難器具（避難はしご（固定式金属避難はしごを除く。），すべり台，避難橋，避難用タラ

ップ，すべり棒及び避難ロープ）については，取付け金具又は本体の設置工事を行おうとす

る日 

オ 誘導灯及び誘導標識については，本体の設置工事を行おうとする日 

カ 排煙設備については，風道（ダクト）の取付工事又は排煙機の設置工事を行おうとする日 

キ 非常コンセント設備については，保護箱の設置工事を行おうとする日 

ク 無線通信補助設備については，保護箱の設置工事を行おうとする日 

ケ 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については，次によるもので

あること。 

（ア）共同住宅用連結送水管 

前アによる。 

（イ）共同住宅用非常警報設備 

前イによる。 

（ウ）加圧防排煙設備 

     前カ中「排煙機」を「給気機」に読みかえる。 

（エ）共同住宅用非常コンセント設備 

     前キによる。 

⑵ 届出単位  

前２⑵によること。 

⑶ 縮尺等 

前２⑶によること。 
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⑷ 添付図書及び記載要領等 

前２⑷を準用するほか，第１－３表を参考にすること。 

 

４ 設置届及び使用開始届 

 

法第 17 条の３の２の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出及び条例

第 59条の２の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出については，原則として次によること。 

⑴ 届出日 

省令第 31 条の３第１項の「消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了し

た場合」とは，消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書の作成が終

了したときとする。この場合，消防用設備等の試験基準（「消防用設備等の試験基準の全部改正

について（平成 14 年９月 30 日消防予第 282 号）」）又は省令第 31 条の３の２に規定する設備

等設置維持計画の試験方法に基づく自主検査が履行され，不備事項等については是正されてい

るものとする。 

⑵ 届出単位 

防火対象物ごとに一括して届け出るものとする。◆ 

⑶ 縮尺等 

前１⑶による。 

⑷ 添付図書及び記載要領等 

前１⑷を準用する。ただし，前１の届出に添付された図書と同様のものとなる場合は，これ

を省略することができるものとする。 

 

５ 火を使用する設備等の設置の届出との関係 

 

前１から３までにかかわらず，条例第 60 条の規定に基づく火を使用する設備等の届出に添付

した図書と同一となるものは，省略することができるものとする。 
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第１－１表 

設備の種類 添付図書及び記載要領等 

消火設備 

 

 

警報設備 

 

 

避難設備 

１ 平面図 

設備の設置に係る階の防火区画，階段，各室の用途，床面積，高さ（天井及

び天井裏高さ），各設備の機器等の配置状況（屋内消火栓箱からの消防用ホー

スの延長経路，発信機や起動装置までの歩行距離等の記載を含む），配管又は

配線状況等を明記すること。  

 

２ 配管系統図 

設備の構成，配管の経路，口径等を系統的に明記すること。  

 

３ 配線系統図 

配線の種類等，電源系統及び配線系統並びに作動順序を示す接続関係を明記

すること。 

 

４ 計算書（パッケージ型消火設備を除く。） 

次に掲げる事項を明記すること。また，算出に用いる各種係数，アイソメ図

等の根拠を明記すること。 

ア  所要の水量又は消火薬剤量等の算出方法    

イ 加圧送水装置，加圧ガス容器等の容量の算出方法 

ウ  配管，継手，弁類等の摩擦損失の計算を含む所要揚程等の算出方法 

エ  電動機等の所要容量の算出方法 

オ  非常電源の容量の算出方法 

カ  避難器具の取付金具及び取り付ける部分の強度の算出方法 

キ  その他消防用設備等の設置に係る算出方法  

 

５ 平面図，計算書及び試験結果報告書により，２，３に掲げる配管，配線系統

図に明記すべき事項が確認できる場合は，当該平面図，計算書及び試験結果報

告書をもって，配管，配線系統図と取り扱うこととして差し支えないこと。 

 

６ 消防用設備等又はその部分である機器等のうち，消防庁長官が定める基準に

適合すべきこととされているものを用いる場合は，当該基準に適合する旨（規

則第 31条の４第１項の規定に基づく認定を受けたものにあっては，認定品であ

る旨及び必要に応じて施工等の条件）を各添付図書に明記すること。 
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第１－２表（着工届出書関係） 

消
火
設
備 

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備（ドレンチャー設備を含む。），水噴霧消火設備，泡

消火設備，屋外消火栓設備，パッケージ型消火設備，パッケージ型自動消火設備，共同住

宅用スプリンクラー設備 ，特定施設水道連結型スプリンクラー設備 

１ 付近見取図 

防火対象物又は製造所等の所在地付近の略図 

２ 防火対象物又は製造所等の概要表（別記様式１ 

３ 消火設備の概要表（別記様式２，３，４，10又は 11） 

４ 平面図 

消火設備の設置に係る階の防火区画，階段，各室ごとの用途，床面積，高さ（天井及

び天井裏高さ），各設備の機器等の配置状況，配管又は配線状況等（パッケージ型自動

消火設備については，放出導管，同時放射区域の状況等）を明記したもの 

５ 断面図等 

消火設備の設置に係る階の断面を明記したもの 

なお，居室，天井の構造が立体的なものについては，ヘッド，配管等の設置状況につ

いても明記すること。 

６ 配管（又は放出導管）系統図（パッケージ型消火設備を除く。） 

 消火設備の構成，配管（又は放出導管）の経路，口径等を系統的に明記したもの 

７ 配管の摩擦損失計算の基礎となる使用管長，管径，管継手，弁類等を明記したアイソ

メ図等（パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備を除く。） 

８ 全ての配管の管長及び管径を明記したアイソメ図等（乾式の特定施設水道連結型スプ

リンクラー設備に限る。） 

９ 配線系統図及び展開図 

配線の種類等，電源系統及び配線系統並びに作動順序を示す接続関係を明記したもの 

なお，感知器等と連動した自動起動方式（乾式の特定施設水道連結型スプリンクラー

設備を含む。）及び予作動式のスプリンクラー設備については，連動系統，信号系統，感

知器等の設置位置を明記した図書も添付すること。 

10 計算書（パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備を除く。） 

次に掲げる事項を明記したもの 

なお，算出に用いる名種係数の根拠を明記すること。 

⑴ 所要の水量又は消火薬剤量等の算出方法 

⑵ 加圧送水装置，加圧ガス容器等の容量の算出方法 

⑶ 前記７を基にした配管，継手，弁類等の摩擦損失計算を含む所要揚程等の算出方法 

⑷ 電動機等の所要容量の算出方法 

⑸ 配管内充水時間（20秒以内）の算出方法（乾式の特定施設水道連結型スプリンクラ

ー設備に限る。） 

11 使用機器図等 

加圧送水装置，ブースターポンプ，ノズル，弁，電磁（動）弁，感知部，放出口，警

報装置等に使用されている機器及び非常電源に係る機器の詳細を明記したもの 

12 設備全体で型式番号を取得している機器性能鑑定書の写し 

※ 総合操作盤を設置する場合における当該総合操作盤に関する図書については，自動火

災報知設備の着工届に添付すること。 

不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備，粉末消火設備 
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前記を準用するほか，次による。 

１ 防護区画一覧表 

２ ダクト系統図 

３ 配管系統図 

全体系統図のほかに，貯蔵ボンベ室の平面系統図を添付し，起動ボンベ，操作導管，

逆止弁，安全装置，容器弁等の系統を明示したもの 

４ 自動起動系統図 

自動起動のもののみ，連動の状態を明示した図面を添付したもの 

非常電源 

１ 配置図 

次に掲げる事項を明記したもの 

⑴ 設置する場所とその周囲（平面図） 

⑵ 設置する場所（区画）の構造（室内仕上げ表を含む），出入口，開口部等の位置及び

材質 

⑶ 換気装置（ダクトを含む）の位置・構造 

⑷ 機器及び配線の位置並びに相互の距離（平面図） 

⑸ その他必要な付属設備 

２ 構造図 

次に掲げる事項を明記したもの 

⑴ 機器の姿図又は概観図。ただし，内容が確認できるカタログ等に代えることができ

る。 

⑵ 耐震措置に係る内容等 

３ 接続図 

次に掲げる事項を明記したもの 

⑴ 配線系統図（単線接続図又は三線接続図） 

⑵ 作動順序を示すフローチャート 

⑶ 制御回路（インターロック回路を含む） 

４ 仕様書 

仕様の記載されたカタログ等 

５ 計算書 

次に掲げる事項を明記すること。 

⑴ 発電容量の算定 

⑵ 換気量 

⑶ 冷却水量の算定 

⑷ 耐震措置 

６ 負荷設備概要表 

耐火又は耐熱電線の接続方法において，標準工法以外を使用した場合は，当該工法に

係る図書を添付すること。 

７ 認定品を使用した場合は，認定証書の写し等を添付すること。 
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警

報

設

備 

自動火災報知設備，ガス漏れ火災警報設備，消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報

装置・特定火災通報装置），共同住宅用自動火災報知設備，住宅用自動火災報知設備，特

定小規模施設用自動火災報知設備（受信機及び中継器を設けない無線式のものを除く。），

複合型居住施設用自動火災報知設備 

１ 付近見取図 

防火対象物又は製造所等の所在地付近の略図 

２ 防火対象物又は製造所等の概要表（別記様式１） 

  無窓階該当階の有無及び該当階を記入すること。 

３ 自動火災報知設備，消防機関へ通報する火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備の概

要表（別記様式５，６又は７） 

なお，各種自動火災報知設備の概要表にあっては別記様式５を流用すること。 

４ 平面図 

警報設備の設置に係る階の防火区画，各室ごとの用途等を明記したもの及び警報設備

の機器等の配置，配線状況等を明記したもの 

５ 断面図 

警報設備の設置に係る階の断面を明記したもの及び各室の用途，間仕切り壁（スライ

ディングウォール，防火スクリーン等），開口部の状況（防火戸等），はり（防煙垂れ壁

等）の深さ及び間隔，天井の形状（傾斜を含む。）を明記したもの 

ただし，平面図に明記されている場合はこの限りでない。 

６ 配線図 

次に掲げる事項を明記すること。 

⑴ 電源系統図 

常用電源又は非常電源から消防用設備等に至る配線の概要を明記したもの 

⑵ 設備系統図 

電線管口径，配線本数，電線路の立上り・引下げ・警戒区域，受信機，中継器，機 

器収容箱及び副受信機の配置状況を階別又は系統別に明記すること 

７ 非常電源（別置型に限る。） 

  消火設備欄の非常電源の例によること。  

８ 総合操作盤の概要表（別記様式９）及び総合操作盤に関する図書（総合操作盤を設置 

 する場合に限る。） 

自動火災報知設備の着工届に添付すること。 
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避

難

設

備 

金属製避難はしご（固定式のもの（固定はしご及び避難器具用ハッチに格納した金属製避

難はしごをいう。）に限る。），救助袋，緩降機 

１ 付近見取図 

防火対象物等の所在地付近の略図（隣地境界線等の明示してあるもの）のほか，避難

器具を設置する場所付近に，避難器具の使用又は設置に障害となるおそれがあるかどう

か判断できるもの 

２ 平面図 

設置位置及び種類を明記したもの 

３ 避難器具の概要表（別記様式８） 

４ 立面図     

避難器具の設置に係る部分の外壁面に設置階から避難階までの動線を明記したもの  

なお，降下障害（電線，セットバック等）の有無についても明記すること。 

５ 避難器具の設計図等 

  避難器具を取り付ける開口部の詳細，避難器具の取付金具及び取り付ける部分の詳細

を明記したもの 

６ 計算書 

避難器具の取付金具及び取り付ける部分の強度の算出方法を明記したもの 

 

特

殊

消

防

用

設

備

等 

特殊消防用設備等 

特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書，法第 17 条第３項に規定する設備等設置

維持計画，法第 17条の２第３項の評価結果を記載した書面及び法第 17条の２の２第２項

の認定を受けたものであることを証する書類 
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第１－３表（着手届出書関係） 

設備の種類 添付書類及び記載要領等 

消火器，簡易消火用具 

※ 着手届不要のため，設置届に添 

付すること。 

１ 平面図 

当該器具等の設置位置を明記したもの 

２ 仕様書又は仕様等の記載されたカタログ等 

動力消防ポンプ設備，消防

用水，連結散水設備，連結

送水管，共同住宅用連結送

水管 

第１－２表の消火設備欄の例によること。 

ただし，消火設備の概要表については，別記様式 12，16，18 又は 19

を使用すること。 

特定小規模施設用自動火災

報知設備（受信機及び中継

器を設けない無線式のもの

に限る。），非常警報設備，

共同住宅用非常警報設備 

第１－２表の警報設備欄の例によること。 

ただし，非常警報設備及び共同住宅用非常警報設備の概要表について

は，別記様式 14を使用すること。 

漏電火災警報器 １ 漏電火災警報器の概要表（別記様式 13） 

２ 平面図 

次に掲げる事項を明記すること。 

⑴ 引込線取付点から屋内分電盤までの配線と変流器及び受信機の

設置位置 

⑵ 音響装置を設置した場所の用途 

３ 配線系統図 

  次に掲げる事項を明記すること。 

⑴ 引込線取付点から屋内分電盤までの単線接続図 

⑵ 操作電源の分岐方法，電源の太さ，開閉器等の容量 

４ 仕様書又は仕様等の記載されたカタログ等 

すべり台，すべり棒，避難

はしご（固定式のものを除

く。），避難橋，避難用タラ

ップ，避難ロープ 

第１－２表の避難設備欄の例によること。 

誘導灯，誘導標識（中輝度

蓄光式誘導標識・高輝度蓄

光式誘導標識） 

１ 誘導灯・誘導標識の概要表（別記様式 15） 

２ 平面図 

  次に掲げる事項を明記すること。 

⑴ 誘導灯又は誘導標識の設置位置，誘導方向，誘導灯の区分（Ａ級， 

Ｂ（Ｈ・Ｌ）級，Ｃ級） 

 ⑵ 各室の用途，棚等の高さ，間仕切壁，開口部（防火戸を含む。） 

の位置 

３ 配線系統図 

分電盤等からの電線の施工方法，種類，太さ，電線数及び使用電源

等を明記すること。 

４ 仕様書又は仕様等の記載されたカタログ等 

５ 非常電源（別置型に限る。） 

第１－２表消火設備欄の非常電源の例によること。 
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排煙設備 

加圧防排煙設備 

１ 排煙設備の概要表（別記様式 17） 

２ 平面図 

排煙・防煙区画，空気流入口，排煙口及び手動起動装置の位置を明

記すること。 

３ 風道（ダクト）系統図 

階別の平面系統及び立面系統を明記すること。 

ただし，平面系統については平面図に明記することができる。 

４ 配線図 

５ 仕様書 

  設備の概要及び使用器材の機能，構造等を明記すること。 

６ 計算書 

７ 非常電源 

第１－１表消火設備欄の非常電源の例によること。 

非常コンセント設備 

共同住宅用非常コンセント

設備 

１ 非常コンセント設備の概要表（別記様式 20） 

２ 平面図 

設置位置を明記すること。 

３ 配線系統図 

次に掲げる事項を明記すること。 

⑴ 常用及び非常電源の配線 

⑵ 開閉器等の位置，種類，容量等 

４ 非常コンセント及び保護箱の仕様書又は仕様等の記載されたカタ 

ログ等 

５ 非常電源 

第１－１表消火設備欄の非常電源の例によること。 

無線通信補助設備 １ 無線通信補助設備の概要表（別記様式 21） 

２ 平面図 

設備系統を構成する機器，配線等を平面的に明記すること。 

３ 配線系統図 

  次に掲げる事項を明記すること。 

 ⑴ 常用電源及び非常電源から消防用設備等に至る配線の概要 

⑵ 配線の立上り，引下げ及び機器の系統別配置状況等 

⑶ 各機器(構成部品)における損失，利得及びふく射レベル 

４ 使用機器図 

保護箱，混合器，分配器，空中線等の各機器の姿図，展開図，仕様

等を明記すること。 

 


